
レセプト情報・特定健診等情報データベースの利用概念図

高齢者医療確保法に基づく利用 左記の本来目的以外の利用

医療費適正化計画の作成等
のための調査及び分析等

医療サービスの質の向上等

を目指した正確な根拠に基
づく施策の推進

○医療サービスの質の向上等を
目指した正確な根拠に基づく施
策の推進に有益な分析・研究

○学術研究の発展に資する目的
で行う分析・研究

（例）

○ 地域における医療機関へ
の受療動向等の把握 等

厚生労働省保険局総務課
医療費適正化対策推進室

厚生労働省内の他部局、他課室
関係省庁・自治体

都道府県
研究開発独法、大学、保険者中央団体、
公益法人、国から研究費用を補助されて

いる者（民間企業も含む） 等

有識者会議における審査

国による分析等

※データ利用の目的や必要性等について審査
※データ利用の目的として「公益性の確保」が必要

データ提供の可否の決定
データ提供の
可否について
助言

結果の公表

国が公表する結果
のほか、都道府県
が、国に対し、医療
費適正化計画の評
価等に必要な情報
の提供を要請

都道府県による
分析等

第三者提供について 資料10
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国の保有する
データベース

※電子データにより請求されるものを収集

匿名化処理

匿名化処理

レセプト情報・特定健診等情報（レセプト情報等）の収集経路


